
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により，売上が急減する町内に事業所を有する中小企業者の方を対象

に，事業の継続を支援するため，支援金を交付します。

次の要件をすべて満たす方

（１）中小企業信用保険法第２条第１項及び第３項に規定する中小企業者

※主に農林水産漁業・金融業・保険業以外の業種（ただし，林業のうち，素材生産業及び素材生産サービス業は対象）

（２）町内に事業所を有すること。

（３）新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により，令和２年２月から令和２年１２月までのいずれ

かの月の売上高が，前年の同月比で２０％以上５０％未満減少していること。

（４）今後も事業を継続する意思があること。

（５）交付申請の時点において，国の実施する持続化給付金の支給を受けておらず，今後も受ける予定のない

こと。

（６）大子町ホテル旅館・飲食店事業継続応援支援金の対象者でないこと。

（７）大子町観光関連事業者等応援支援金の対象者でないこと。

（８）町税等の滞納がないこと。ただし，新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い，徴収が猶予されてい

るものを除く。

（９）大子町暴力団排除条例（平成２４年大子町条例第１号）第２条第１号に規定する暴力団若しくは同項第

３号に規定する暴力団員等又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。

【新規創業の特例】

平成３１年（令和元年）中に創業した方で，前年同月の売上高と比較することができない場合は，創業した

月から令和元年１２月までの期間の月平均の売上高と比較することができます。

●比較例（令和元年７月に創業した方の場合）

〈原則〉令和２年７月の売上高で申請する場合 → 令和元年７月の売上高と比較

〈特例〉令和２年６月の売上高で申請する場合 → 令和元年７月～１２月までの期間の月平均の売上高と比較可能

【罹災影響の特例】

天災等により，前年同月の売上高と比較することができない場合は，前々年同月の売上高と比較することが

できます。

●比較例

〈特例〉令和２年６月の売上高で申請する場合 → 平成３０年６月の売上高と比較可能

【法人】１中小企業者あたり一律１５万円 【個人事業主】１中小企業者あたり一律１０万円
※１中小企業者につき１回限りの交付となります。

※同一の中小企業者が兼業しているときは，１中小企業者として取り扱います。

令和３年２月１５日（月）まで

中小企業者事業継続緊急支援金

対象者

支援金の額

申請期限

【新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者のみなさま】

袋田の滝キャラクター「たき丸」



□中小企業者事業継続緊急支援金交付申請書（様式第１号）

□中小企業者事業継続緊急支援金計算書（様式第２号）

□補助金等交付請求書（様式第１２号）

□前年同月の売上高が証明できる確定申告書等の写し

【法人】①確定申告書別表一 ②法人事業概況説明書

【個人事業主（青色申告）】①確定申告書第一表 ②所得税青色申告決算書

【個人事業主（白色申告）】①確定申告書第一表 ②収支内訳書 ③前年同月の売上台帳，帳簿など

□対象月の売上高が証明できる書類の写し（売上台帳又は帳簿など）

□振込先口座のわかるもの（法人の場合は法人名義，個人の場合は事業主名義）

□印鑑

※確定申告書等で町内事業所の所在地の確認ができない場合は，町内事業所の所在地の確認がとれる書類（公

共料金の領収書，許可証など）も添付してください。

※申請書類は，大子町ホームページからもダウンロード可能です。

※ひと月でも減少率が５０％以上の月がある場合は，国の持続化給付金の対象となります。町の支援金と国

の持続化給付金の重複受給はできません。町の支援金の支給を受けた後に，国の持続化給付金の支給を受

けることになった場合は，町の支援金を返納していただきます。

Ａ：対象月（令和２年２月～１２月のいずれかの月）の売上高

Ｂ：前年同月の売上高

大子町役場２階 観光商工課

〒３１９-３５２６ 大子町大子８６６番地 ℡ ０２９５－７２－１１３８

受付時間 ８：３０～１７：１５

手続きに必要な書類等

売上減少の比較

減少率の計算方法

申請窓口

計算式

（ Ｂ － Ａ ） ÷ Ｂ × １００ ＝ 減少率（％） ※２０％以上５０％未満が対象

【令和２年】

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

【平成３１年（令和元年）】

前年同月の売上高と比較して，ひと月でも減少率が２０％以上５０％未満の月があること


